
地域公共交通協議会の設立

・人口減少や新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた持続可能な公共交通ネットワークを確
保するために交通事業者や関係行政機関等で協議・調整する場として地域公共交通協議会を設置し、
地域公共交通計画を策定するとともに、新たな移動手段の導入に向けた関係者との協議を行います。

１．地域公共交通協議会設立の趣旨

２．地域公共交通協議会の構成・協議事項

住宅都市局交通企画課

３．地域公共交通協議会委員名簿（案）

・設立の趣旨に掲げた地域公共交通計画の策定は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（以
下、「活性化再生法」）に、新たな移動手段の導入に向けた関係者協議は、道路運送法にそれぞれ
基づくものです。

・二法の機能を有する協議会として設置することで、地域公共交通計画の策定から新たな移動環境の
形成に向けた施策の実施に関する協議・調整をひとつの協議組織の中で必要な関係者と行うことが
できます。

・また、新たな移動環境の形成に向けた具体的な協議・調整については、地域公共交通部会を設けて
実施します。

審議内容:地域ごとの新たな移動手段や仕組みづくりについて

部会で議論 行政（事務局）で検討

地域公共交通部会（案）

・新たな移動手段導入への対応
・導入事例の状況報告、情報収
集

・状況報告に対する意見
・仕組みづくりへの意見

など

・過年度調査、導入事例
を参考にした仕組みづくり

など

≪部会の審議内容と役割分担≫

地域公共交通協議会

地域公共交通部会(案）

活性化再生法に関する事項

・地域公共交通計画の策定
・地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施
・地域公共交通計画の達成状況の評価

道路運送法に関する事項

・新たな移動手段の導入
（民間事業者等からデマンド交通の実施提案など）
や仕組みづくりへの協議
⇒主に部会にて取扱う

地域公共交通協議会の役割

道路運送法に基づき、既存の公共
交通ネットワークを補完する地域
公共交通にかかる協議を目的とし
て設置

部会の趣旨

学識経験者
・名城大学理工学部社会基盤デザイン工学科 教授松本 幸正
・名古屋大学大学院環境学研究科教授 加藤 博和

公共交通利用者・市民代表
・社会福祉法人名古屋市身体障害者福祉連合会
・公益社団法人名古屋市老人クラブ連合会
・特定非営利活動法人子ども&まちネット
・名古屋市交通問題調査会公募委員 など
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